
子ども・子育て支援金制度の趣旨

少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組
みとして、医療保険の保険料とあわせて拠出いただく子ども・子育て支援金制度が令和８年度より開始

政府は、支援納付金対象費用に充てるため、令和８年度から毎年度、医療保険者から支援納付金を徴収、
医療保険者は、支援納付金を納付する義務を負う（子ども・子育て支援法）

社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤にしてともに支え合う仕組みである。子ども・子育て支援金制度
もこうした連帯によって、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える仕組みであ
り、支援金は保険料と整理される。
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月額平均 250円 × 12カ月 ＝ 年額 一人3,000円

令和７年度 平均被保険者数 60,080人

3,000円 × 60,080人 ＝ 180,240,000円

⾧野市が納付する支援納付金の見込み額と必要な保険料

約１億８千万円を支援納付金として納付する（県に支払う）見込み

令和６年度の現年収納率94.23% を考慮すると
180,240,000円 ÷ 0.9423 ＝ 191,276,663円

約１億９千万円が保険料調定額として必要となる

３



⾧野市の保険料の計算基礎

限度額は
国から示
されるこの部分を今回、設定する。

第二次財政
健全化計画
に基づき、
今回は据え
置きとした
い。
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子育て支援分の設定案 ５

金額保険料率

112,126,3230.3%所得割

77,361,3241,440均等割

43,039,0901,200平等割

232,919,737①合計

②軽減額

34,668,481

③限度超過額

5,303,346

年間保険料
①ー②ー③

192,434,320



保険料率の区分別賦課割合について
６

応益分の割合応能分の割合令和７年度

38.79%61.21%医療分

39.95%60.05%支援金分

46.76%53.24%介護分

39.78%60.22%合計

応益分（均等割＋
平等割）の割合

応能分（所得割）
の割合子育て支援分

52.93%47.07%設定案

41.88%58.12%医療分等との合計
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